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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
新
産
業
振
興
課
）　
　

一

〇
職
業
訓
練
給
付
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
産
業
人
材
対
策
課
）　
　

三

〇
個
別
労
使
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
雇
用
対
策
課
）　
　

四

規　
　
　

則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
精
密
測
定
関
連
機
器
の
項
中

「

非
接
触
三
次
元
平
面
度
測
定
機

一
時
間
に
つ
き 

五
五
〇
円

」

を「

非
接
触
三
次
元
平
面
度
測
定
機

一
時
間
に
つ
き 

五
五
〇
円

超
精
密
非
接
触
三
次
元
形
状
評
価
装
置

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

に
改
め
、
同
表
材
料
加
工
関
連
機
器
の
項
中

「

カ
ッ
ト
オ
フ
マ
シ
ン

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

を

渦
流
探
傷
器

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

「

カ
ッ
ト
オ
フ
マ
シ
ン

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」
に
、

「

顕
微
鏡
（
実
体
）

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

を

恒
温
恒
湿
槽

一
時
間
に
つ
き 

三
五
〇
円

」

「

顕
微
鏡
（
実
体
）

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」
に
、

「

小
型
振
動
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

を

射
出
成
型
機

一
時
間
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円

振
動
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き 

一
、
九
〇
〇
円

」

「

射
出
成
型
機

一
時
間
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円

」
に
、

「

精
密
平
面
研
削
盤

一
時
間
に
つ
き 

八
五
〇
円

を

卓
上
成
型
機

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

「

精
密
平
面
研
削
盤

一
時
間
に
つ
き 

八
五
〇
円

」
に
、

「

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ー
カ
ス
Ｘ
線
透
過
装
置

一
時
間
に
つ
き 

一
、
八
〇
〇
円

」
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を「

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ー
カ
ス
Ｘ
線
透
過
装
置

一
時
間
に
つ
き 

一
、
八
〇
〇
円

高
分
子
材
料
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
装
置

一
時
間
に
つ
き 

三
、
五
〇
〇
円

ク
リ
ー
プ
試
験
機

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

樹
脂
流
動
解
析
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

一
時
間
に
つ
き 

一
、
〇
〇
〇
円

工
具
評
価
用
電
子
顕
微
鏡

一
時
間
に
つ
き 

一
、
〇
〇
〇
円

」

に
改
め
、
同
表
電
子
・
情
報
関
連
機
器
の
項
中

「

Ｅ
Ｍ
Ｃ
評
価
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
ゲ
イ
ン
フ
ェ
ー
ズ
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

回
路
図
設
計
支
援
ツ
ー
ル

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

を「

回
路
図
設
計
支
援
ツ
ー
ル

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

「

ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

九
〇
〇
円

を

に
、

フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

ロ
ジ
ッ
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

「

フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」
に
、

「

電
力
増
幅
器

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

を

足
圧
分
布
測
定
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

「

電
力
増
幅
器

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」
に
、

「

Ｆ
Ｄ
Ｔ
Ｄ
電
磁
界
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
五
〇
円

を

Ｆ
Ｅ
Ｍ
磁
場
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
五
〇
円

Ｌ
Ｌ
Ｇ
磁
区
解
析
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

「

Ｆ
Ｅ
Ｍ
磁
場
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
五
〇
円

」
に
、

「

耐
電
圧
試
験
機

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

を

Ｅ
Ｍ
Ｃ
総
合
回
路
設
計
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

一
、
〇
〇
〇
円

」

「

耐
電
圧
試
験
機

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」
に
、

「

光
学
解
析
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
（
光
線
追
跡
式
）

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

を「

光
学
解
析
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
（
光
線
追
跡
式
）

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

振
動
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き 

二
、
二
〇
〇
円

複
合
環
境
試
験
用
恒
温
恒
湿
槽

一
時
間
に
つ
き 

一
、
〇
〇
〇
円

車
載
電
装
品
用
試
験
電
源

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円

二
次
元
色
彩
輝
度
計

一
時
間
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円

」
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に
改
め
、
同
表
工
業
デ
ザ
イ
ン
関
連
機
器
の
項
中

「

三
次
元
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

一
、
九
〇
〇
円

三
次
元
測
定
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

一
、
一
〇
〇
円

」

を「

三
次
元
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

一
、
九
〇
〇
円

」

に
改
め
、
同
表
食
品
・
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
関
連
機
器
の
項
中

「

Ｃ
Ｏ
２
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

を

照
明
付
き
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

「

Ｃ
Ｏ
２
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」
に
、

「

超
低
温
フ
リ
ー
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円

を

デ
ジ
タ
ル
測
色
計

一
時
間
に
つ
き 
五
〇
〇
円

マ
イ
ク
ロ
波
減
圧
乾
燥
機

一
時
間
に
つ
き 

一
、
一
〇
〇
円

」

「

超
低
温
フ
リ
ー
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円

」
に
、

「

食
品
熱
量
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

」

を「

食
品
熱
量
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円

恒
温
恒
湿
槽

一
時
間
に
つ
き 

二
五
〇
円

」

に
改
め
、
同
表
分
析
・
測
定
関
連
機
器
の
項
中

「

超
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

二
、
七
〇
〇
円

」

を「

超
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き 

 

二
、
七
〇
〇
円

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装
置

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
〇
〇
円

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
材
料
試
験
の
項
中

「

中
性
化
試
験

一
件
に
つ
き 

 

二
、
八
〇
〇
円

」

を「

中
性
化
試
験

一
件
に
つ
き 

二
、
八
〇
〇
円

曲
げ
試
験

一
件
に
つ
き 

二
、
一
〇
〇
円

」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

職
業
訓
練
給
付
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　

職
業
訓
練
給
付
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
業
訓
練
給
付
金
支
給
規
則
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
第
一
項
中
「
知
事
は
、」
の
下
に
「
県
内
に
所
在
す
る
」
を
加
え
、「
県
内
に
所
在
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発

施
設
」
を
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
」
に
改
め
、「
県
内
に
所
在
す
る
施
設
の
行
う
」
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十

六
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十 　

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
扶
養
手
当
を

受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
児
童
の
父
で
あ
る
者
の
う
ち
、
当
該
児
童
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
て
求
職
の
申
込
み
を
し
た
者

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
業
訓
練
給
付
金
支
給
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成

二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

個
別
労
使
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

個
別
労
使
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

個
別
労
使
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
を
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労

働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
号
」
を
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労

働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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